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第１章　調査団派遣概要第１章　調査団派遣概要第１章　調査団派遣概要第１章　調査団派遣概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　ネパール山間部の村落では、人口増加の圧力等による自然資源の収奪的利用が自然

資源の劣化につながり、村落住民の貧困をもたらしている。この問題に取り組むため、

ネパール政府は流域を単位とした適切な自然資源の保全・管理を目指した土壌保全・

流域管理プログラムに対する日本の協力を要請してきた。これを受けて当事業団は、

1994 年から５年間にわたって緑の推進協力プロジェクト（JOCV）と連携し、ネパー

ル村落振興・森林保全計画（プロ技協）を実施してきた。

　1998 年 11 月に実施された終了時評価調査の結果、本プロジェクト（第１フェー

ズ）の成果として対象地域における参加型村落資源開発・保全事業の実施ガイドライ

ンが策定され、その実施に係る知識・ノウハウが集約されるとともに、カウンター

パートへの技術移転が達成される見込みであり、所期の目標を概ね達成することが確

認された。しかし、プロジェクトによって開発された事業実施モデルの他地域への普

及を一層促進してゆくためには、ネパール国の独自資源（財政、技術、組織と人員）

を最大限に活用した事業実施モデルへの改善とその自立発展性の実証が必要であり、

その過程においてはネパール政府の自助努力に加えて更なる日本の協力を必要として

いる。以上の経緯から、ネパール政府は我国に本計画の第２フェーズを要請してきた。

要請に基づいて、1999 年３月に事前調査団が派遣され、1999 年７月、ネパール事務

所長と森林土壌保全省との間で討議議事録（R/D）及び暫定実施計画（TSI）の署名交

換を行い、同月７月 16 日から５年間の第２フェーズの協力を開始した。

　本調査団は、プロジェクトが本格的な活動を開始するにあたり、プロジェクト及び

先方実施機関との協議を踏まえ、Project Design Matrix（PDM)、Plan of Operation

（PO）をとりまとめ、署名交換すること及び活動の進捗状況を把握し、事業実施に関

する助言・指導を目的に派遣された。しかし、３月 14 日にプロジェクトのフォロー

アップサイトへのマオイスト襲撃事件が発生したため、当初目的を変更し、安全対策

に係る情報収集及び先方政府との協議を行うこととなった。
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第２章　調査結果総括第２章　調査結果総括第２章　調査結果総括第２章　調査結果総括

　本調査団は、襲撃事件発生との情報に接し、当初の派遣目的が宙に浮いた形となっ

たが、今回の襲撃事件に関してネパール国政府と協議し、また JICA 本部からの指示

に従って、アメリカ大使館等国際機関からの情報収集に努めたことで、所要の責務は

果たし得たのではないかと認識している。今回の事件は、怪我人がなかったことを除

き、残念の一言に尽きる出来事であった。

　本調査報告書は、主に襲撃事件について報告することとなるが、発生前の第２

フェーズの進捗状況についても触れることとする（詳細は第４章参照)。

２－１　襲撃事件発生前の調査結果総括２－１　襲撃事件発生前の調査結果総括２－１　襲撃事件発生前の調査結果総括２－１　襲撃事件発生前の調査結果総括

　発生前の状況把握では、本調査団のポカラ等の現地調査を行うに当たり、事前に森

林土壌保全省等ネパール国政府機関への表敬訪問を行ったが、本プロジェクトの目的、

手法等が正確に理解されていたとの印象を受けた。また、本調査団の本来の目的であ

る、Project Design Matrix (PDM)、Plan of Operation（PO）を相手国政府と検討し

ミニッツを締結する準備、プロジェクト指針である Operational Guideline（OG）に

ついても周到に準備が進められていた。今回の事件がなければ、派遣当初に予定した

ように、ミニッツが締結できたものと想定される。

　また、本プロジェクト関係者の安全対策に関して調査団より十分な配慮を要請した

ところ、森林土壌保全省次官を始め、関係者はその重要性について理解を示した。

JOCV 隊員のチームワーク、プロ技との連携も堅固に確立されており、無線等を利用

した各サイトの連絡体制、一昨年のシルバリサイトでのマオイストによる金品強奪事

件以降のサイトにおける現金払いの禁止、高価な物品のサイトでの保管の禁止、サイ

ト事務所での宿泊禁止等、日本側の安全面での対応は十分配慮が加えられていた。日

本側の安全第一の考え方は、ガイドラインに「安全についての特別事項」をはじめ、

ネ側にも繰り返し説明されており、VDC（村開発委員会)、DDC（郡開発委員会）にも

よく認識されていた。

２－２　襲撃事件発生後の調査結果総括２－２　襲撃事件発生後の調査結果総括２－２　襲撃事件発生後の調査結果総括２－２　襲撃事件発生後の調査結果総括

　襲撃情報に接して、全サイトのポカラ引き上げの決定と、隊員への通知、引き上げ

の実施は遅滞なく迅速に行われた。

　襲撃事件に関しては、次の疑問点が残ったままとなっており、今後の調査の結果が

待たれる。



－10－

１）襲撃メンバーは、マオイストであったかどうか。

２）襲撃メンバーは、｢JICA」と明言して、｢外国援助はもう不要」と言ったか。

３）襲撃目的は一体何であったのか。

４）襲撃場所として何故モウジャも選んだのか。

　今回の襲撃事件における影響は甚大であり、隊員がポカラに引き上げており、サイ

トにおける現地情報が限られていることを考慮すると、今後のプロジェクト方針の決

定は、時間を掛けて検討すべきものと考えられる。しかし、この場合でも、現場では

間もなく雨期、農繁期にはいるので、それまでの間はプロジェクトの活動が中止に近

い形となってしまい、現段階におけるプロジェクトのスケジュール、内容は既に変更

すべき事態に直面していると判断せざるを得ない。今後のプロジェクト活動の方針を

決定するに当たっては、ポカラ在住の両チーフアドバイザーからの意見聴取が不可欠

と考えられており、特段の配慮が必要である。また、方針の変更が避けられない場合、

事前にネパール国政府には JICA 本部のしかるべきクラスの者が、日本側の考えを伝

えるべきものと思料される。
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第３章　襲撃事件に係る調査結果第３章　襲撃事件に係る調査結果第３章　襲撃事件に係る調査結果第３章　襲撃事件に係る調査結果

３－１　プロジェクトサイト襲撃事件の概要３－１　プロジェクトサイト襲撃事件の概要３－１　プロジェクトサイト襲撃事件の概要３－１　プロジェクトサイト襲撃事件の概要

　カスキ郡警察署からの聞取りによる事件の概略は、以下の通りである。

・３月 14 日午後７時半～８時頃カスキ郡モウジャ村（地図参照）にあるサイト

オフィスがマオイストであると名乗るグループに襲撃された。

・襲撃グループは全部で 10～14 人の集団であり、拳銃、自製の小銃、ククリナ

イフで武装し覆面をしていた。そのうち４、５人は女性であった。

・夜間の事件であり、サイトオフィスは無人であった。

・犯行のスタイルや手順から見てマオイストである。

・｢JICA」とは言わなかったが、｢いかなる外国援助も不要である。ネパールは自

らやって行くことができる」と言っていた。

・サイトオフィス内にあった一部の家具と書類を外に持ち出し、破壊したり書類

を焼いた後、｢今回の襲撃の目的は達成した」と言って事務所の外で爆弾を爆発

させ１時間ほどで立ち去った。

・隣接している VDC オフィスにも侵入しようとしたが、村人が「そこには JICA

のものはない」といって制止したため侵入しなかった。

・マオイストが略奪したのは、壁掛時計と事務所にあった 300 ルピーである。

　事件の情報は３月 15 日午前 10 時 40 分頃にプロジェクトで雇用している現地のモ

チベータによりプロジェクト本部（ポカラ）へ通報され、専門家チームの適切かつ迅

速な対応により、同日午後９時頃には全ての協力隊員がポカラに引き上げることがで

きた。また、本調査団も当日予定されていたアルバ村への現地視察を中止し、その後

の予定も変更した。

　調査団帰国時までに得られた情報に基づく今回の事件の重大な特徴は以下の通りで

あり、慎重な対応が必要であると思料される。

・手口からマオイストの犯行である可能性が高い。

・犯行グループが「いかなる外国援助も不要である」旨発言している。現にサイ

トオフィスに隣接する VDC オフィスには危害を加えなかった。

・1998 年 12 月のシルバリでの襲撃事件の際は金品強奪目的で偶発的に襲われた

と考えられたが、現在はサイトに高額の金品を置かない等の対応策が講じられ

ている上、モウジャでは１年以上前に既に実質的な活動が終了していることか
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ら、金品目的であるとは考えられにくい。また、今回で２回目の襲撃になるこ

とから偶発的とは考えにくい。

・第１フェーズで安全な地域であると認識されていたモウジャが被害にあったこ

とにより、第２フェーズのサイトの安全確保に懸念が生じてきた。

３－２　合同調整委員会の概要３－２　合同調整委員会の概要３－２　合同調整委員会の概要３－２　合同調整委員会の概要

　本事件を受け、３月 21 日に開催された合同調整委員会（議長は森林土壌保全省次

官）においては、当初予定していた議題に替えて、本事件の経緯及び今後の対応につ

いて協議することとした。

　会議の冒頭、日本側より事件についてこれまでに得ている情報を報告し、上述の事

件の重大な特徴に言及しつつ、JICA 本部及び調査団としても、本件を極めて重大な

事態であると認識しており、プロジェクトの今後についても慎重に対応する必要があ

る旨を述べた。

　ネ側の現地関係者等からは、｢本事件はマオイストが組織として JICA を攻撃対象と

したものではなく個人的な恨みによるものである、同様の事件が再発する心配はな

い」等の発言があったが、明確な根拠を示したものではなかった。

　JICA 事務所より、事件の事実関係及び背景を十分調査した上で日本側に報告する

ことを要請し、それを受けて日本側で対応を検討する旨発言したの再確認（参考資料

１)。

　会議を終了するにあたり、次官より以下の発言があった。

・今回の事件は重大な事態であると認識している。

・直ちに森林土壌流域管理局局長他を現地に派遣して事実関係を調査し、日本側

に報告書を提出する。

・プロジェクトを撤退することがないようにしてほしい。

・本件に適切に対応するため、内務省、大蔵省、国家計画委員会等の関係機関と

会議を持ちたいと考えている。

　調査団からは、ネパール国政府の真摯な対応に感謝するとともに、事件の概要なら

びに、ネパール国政府の対応、考え方について JICA 本部に詳しく伝える旨を述べた。

３－３　関連情報の収集３－３　関連情報の収集３－３　関連情報の収集３－３　関連情報の収集

(１) 内務省

　内務省次官補への聞取りに行ったところ、既にカスキ郡警察署からファック

スにて調書が届いていたが、事件の事実関係については目新しい情報は得られ
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なかった。調査団の質問に対し、以下の見解が示された。

・計画的な犯行ではなく、偶発的に襲撃された。単に金品目当ての襲撃で

あろう。

・マオイストは、外国援助をターゲットにしていないという傾向に変化は

ない。

  

(２) アメリカ大使館

　Security Officer に面会し、マオイスト関連情報について聞き取りを行っ

たところ、以下の見解が示された。

・マオイストの活動は現在も活発化している。コイララ新首相体制（３月

第３週発足）はマオイストに対抗する政策を採る可能性があり、短期的

にはマオイストの活動が活発化するかもしれない。

・マオイストの攻撃の約８割は警察・銀行・議会メンバーに対して行われ

ているが、外国援助組織（特に無防備な NGO）も攻撃対象になることが

ある（Save the Children、Plan International 等の米系国際 NGO の事

件を例示)。外国人個人を狙ったテロ活動はないが、警告・脅迫に従わな

ければ攻撃対象と成り得るし、行動に注意しなければマオイストと政府

の抗争に巻き込まれたりする可能性はある。

・マオイストは HP を開設しており、彼らの主張・動向を知ることができ

る。また、新聞等からの情報やドナー間の情報交換により、安全対策を

適宜講じている。ピースコープの安全対策としては、マオイストの活動

が活発な地域への派遣を行わないようにする他、非常事態時の撤退計画

等を常日頃から準備するようにしている。

(３) UNDP

　Deputy Res. Rep.に面会し、マオイスト関連情報について聞き取りを行った

ところ、以下の見解が示された。

・ドナー機関の内、米国とドイツはマオイストの攻撃を多く受けているが

他のドナーの被害は少なく、また、ポカラ周辺はマオイスト活動が比較

的小さい地域であるため、今回、ポカラ周辺で JICA が攻撃されたことに

は非常に驚いている。

・マオイストからの攻撃を避けるためには、｢マオイストとのコミュニ

ケーション・ルート」を構築することが極めて重要である。どの村にも
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マオイストに近い人物はおり、彼らを使って今回の襲撃事件の真の狙い

を把握し、誤解を解消する必要がある。また、日頃からプロジェクトの

透明性を高め、無用な誤解を避けることも重要である。ドナー間の情報

交換の会合もあるが、あまり役に立つものではない。

・日本はプロジェクトを撤退すべきではない。撤退すれば、彼らの思うつ

ぼであり、情報分析をきちんと行った上で再開すべきである。

(４) 日本大使館

　肆矢公使及び谷口書記官から、以下の見解が示された。

・内閣がコイララ政権に戻ったことにより、武力によるマオイストとの対

決姿勢が採られる可能性があり、政府とマオイストの対話が維持されな

くなることが懸念される。また、４月６日の Armed Shutdown までは、左

翼やマオイストの活動が色々と予定されており、絶対にプロジェクト活

動を再開しない様に。（公使）

・ドナーは攻撃対象にならないと言われてきたが、米国 NGO も現に攻撃さ

れており、マオイストにとって都合の悪い活動はドナーであっても攻撃

の対象と成り得ると考えた方がよい。本プロジェクトの協力隊員は、プ

ロジェクトの看板を背負っており、他の隊員よりも危険性が高くなる可

能性がある。また、マオイストは移動するため、郡単位で安全な地域と

危険な地域を分けて対応することはあまり意味がなく、何処にいても十

分な警戒が必要である。（谷口書記官）

・プロジェクトの活動を十分に目の届く地域にシフトするなどの対策をと

る時期に来ているのかもしれない。（公使）

　本調査団の滞在期間は短く、また、更なる情報の収集が必要であることから、

JICA 事務所及びプロジェクトに対し、日本大使館や他ドナーから支援を得つ

つ、以下の情報を継続して収集するよう依頼した。

・マオイストの全体的な動向（特に外国援助をターゲットとしないという

傾向についての変化の有無）

・ネパール政府のマオイスト対策の動向

・類似事件の整理（カスキ郡、パルバット郡及びその周辺地域における事

件の実態、NGO を含むドナーがターゲットになった事件の実態等）

・今回の襲撃事件についての補足・関連情報
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３－４　今後の協力の進め方について３－４　今後の協力の進め方について３－４　今後の協力の進め方について３－４　今後の協力の進め方について

　プロジェクトの今後の進め方（再開の是非、再開する場合の再開方法・時期等）の

判断は、現地関係者とも十分に打ち合わせて慎重に判断する必要があると思料する。

本調査時に聞き取った現地関係者の意見（希望）は以下の通り。

　小嶋大使と面談した際、大使より以下の申し入れがあった。

・今回の事件は人身殺傷を企図したものでなく、マオイストが日本を特定の攻撃

対象国としたものでもないと判断されるところ、右明確にして欲しい。

・しかし、当プロジェクトへの２度目の襲撃であることに鑑み、プロジェクトサ

イトに隊員が定住する従来の方法による活動は（村落での活動の安全性が確認

されるまで）見合わせるべきである。

・但し、先方政府からの強い期待に答えるため、また、これまでの成果を無にし

ないためにも、完全にプロジェクトを撤退することは避け、安全な活動のみを

早期に再開することが望ましい。

・従って、村落での活動の安全性が確認されるまでの間、例えば、ポカラでの活

動（呼び寄せ型の研修活動）を行うなどを検討して欲しい。

　JICA 事務所との打ち合わせについては、３月 19 日に発生した協力隊員の交通事故

のため、十分に時間をとることができなかった。３月 26 日から４月１日の週には、

森林土壌保全省からの本件報告書が提出され、JICA 事務所においても今後の対応に

ついて検討される見込みであることから、その報告を十分に吟味する必要がある。

　プロジェクト専門家との非公式な意見交換において、以下の要望があった。

・プロジェクト再開の是非、方法、時期の検討には、事件の背景などを十分に調

査・分析する時間が必要であり、性急な判断は避けて欲しい。

・もし協力隊が撤退することになった場合でも、ある程度安全性が確保されれば、

プロ技活動の継続は可能であると考える。この場合、今後慎重に活動方法を検

討する必要があるが、現地サイトではカウンターパート及び現地 NGO が主に活

動し、日本人専門家は彼らへの指導・助言を行うことで対応することを検討し

たい。
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第４章　襲撃事件前までのプロジェクト活動状況第４章　襲撃事件前までのプロジェクト活動状況第４章　襲撃事件前までのプロジェクト活動状況第４章　襲撃事件前までのプロジェクト活動状況

　　　　襲撃事件により、今後プロジェクトの協力内容及び実施体制の変更を余儀なくされ

る可能性があるが、襲撃事件発生前までのプロジェクトの活動状況をここにまとめる。

４－１　４－１　４－１　４－１　PDMPDMPDMPDM 及び及び及び及び POPOPOPO の策定の策定の策定の策定

　本調査団本体に先立って３月２日より参加型計画団員を PDM、PO の作成及び APO

（年次活動計画)、モニタリング・評価調書作成について助言を行うことを目的に派

遣した。PDM、PO で特記すべき事項としては：

・プロジェクト要約は R/D に記載されていたものを活用

・指標の数値目標については目標レベルを設定

　プロジェクトの進捗に応じて、中間評価時点でプロジェクト要約、数値指標の見直

しを行い、より活用しやすいものに変更することとなった。

　尚、PDM 及び PO 作成までのプロセスについては参加型計画団員の報告書に詳細に

記載されている。

４－２　日本側の投入実績４－２　日本側の投入実績４－２　日本側の投入実績４－２　日本側の投入実績

(１) 長期専門家派遣

　業務調整、村落振興分野、個別派遣（JOCV チーフアドバイザー）は前任と

後任の空白期間が生じたため、他の専門家が過重な業務を担う事となった。

1999 年 12 月より R/D マスタープラン、M/M に記載されている全専門家が配置

された。

（プロ技）

チーフアドバイザー 桂川　裕樹 1999 年 10 月10 日～2001 年10 月 9 日

業務調整 一方井真紀 1999 年 12 月 7 日～2001 年12 月 6 日

流域管理 飯島　康夫 1999 年 7 月16 日～2000 年 7 月15 日

社会ジェンダー 梅村　尚美 1999 年 7 月16 日～2000 年 7 月15 日

村落振興 平林　淳利 1999 年 11 月23 日～2001 年11 月22 日

（個別派遣）

JOCV チーフアドバイザー 小田　康子 1999 年 10 月 4 日～2001 年10 月 3 日
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(２) 短期専門家派遣

　1999 年度の短期専門家派遣は以下のとおりである。

業務調整 白井　克典 1999 年 6 月29 日～1999 年12 月28 日

村落振興（普及材料） 松川　浩子 2000 年 2 月 1 日～2000 年 3 月15 日

ｺｽﾄﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ分析 津曲　真樹 2000 年 2 月26 日～2000 年 4 月25 日

ｺﾐｭﾆﾃｨにおける社会ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ 國信　潤子 2000 年 2 月26 日～2000 年 3 月 8 日

ＬＡＮシステム 子安　功晃 1999 年 3 月22 日～2000 年 4 月 5 日

(３) 協力隊員派遣

鈴木　良明（カスキ郡アルマラ） 1998 年 7 月12 日～2000 年 7 月11 日

古田　　到（カスキ郡バドウレタマギ） 1998 年 7 月12 日～2000 年 7 月11 日

中山　貴樹（カスキ郡プムディブムディ) 1998 年 12 月 6 日～2000 年12 月 5 日

斎藤　英子（カスキ郡トゥムキ） 1998 年 12 月 6 日～2000 年12 月 5 日

松本　　葉（カスキ郡シッダ） 1999 年 7 月18 日～2001 年 7 月17 日

手取屋隆道（パルバット郡ピパルタリ） 1998 年 4 月 7 日～2000 年 7 月 7 日

吉野　貴之（パルバット郡タナモウラ） 1996 年 12 月 8 日～2000 年 4 月 6 日

池上　　聖（　　　　　同　　　　　） 1999 年 12 月12 日～2001 年12 月11 日

竹内　真友（パルバット郡サラウコラ） 1998 年 12 月 6 日～2000 年12 月 5 日

飯村　理恵（パルバット郡ベウリバス） 1997 年 4 月 6 日～2000 年 4 月 5 日

宮家佐知子（　　　　　同　　　　　） 1999 年 12 月12 日～2001 年12 月11 日

森田　真理（パルバット郡リミタナ） 1998 年 12 月 6 日～任期短縮

(４) 供与機材

　平成 11 年度機材供与は以下のとおりである。

ミニバス １台

コンピュータ ６台

プリンタ １台

トラック １台

コピー機 １台

ファクス機 １台
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　平成 12 年度機材供与においても、コンピュータ、車両の要請が上がってお

り、今後の車両購入計画、コンピュータ配置状況について検討を依頼した。

(５) 研修員受け入れ

　平成 11 年度の受け入れは以下のとおりである。

流域管理 Mr. Basant K. Rimal 2000 年 3 月 12 日～2000 年  4 月 2 日

森林経営 Mr. Ramesh Baral 1999 年 8 月 9 日～1999 年 11 月 7 日

開発と女性 Mr. Prakash Regmi 2000 年 2 月 1 日～2000 年 3 月31 日

　開発と女性分野のレグミ氏については、体調不良により研修期間を短縮し３

月 10 日に帰国した。

　尚、第１フェーズにおいては NGO はイコールパートナーとして専門家及び協

力隊員のカウンターパートとして位置づけられていたが、第２フェーズでは

ソーシャルオーガナイザーを派遣する組織とし、プロジェクト本部への参画が

なくなったことから、日本でのカウンターパート研修の対象とはしないことに

なった。しかし、大阪国際研修センターで主催している NGO を対象としたプロ

グラムに関しては、プロジェクトのカウンターパート研修とは別枠であること

から、将来的には派遣も検討することとなった。
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(６) ローカルコスト負担

　プロジェクト方式技術協力の現地業務費の費目改定に伴い、第２フェーズに

おける必要経費を下記のとおりの予算科目で支出することを検討することと

なった。

内容 予算費目
村落資源保全事業 CRMP で計画され、実施される事

業費
プロ技：現地適用化事業費

NGO 契約費 ソシアルオーガナイザー10 名の
契約経費、機材保守整備費用

プロ技：現地適用化事業費

研修関連費用 住民のイニシアティブによっ
て CRMP で計画され、実施され
る研修

プロ技：現地適用化事業費

成人識字教室
(POWER プログラム）

JOCV：現地業務費
（チーム）

プロジェクトのイニシアティブ
によって実施される研修
(WCC 委員対象トレーニング他）

JOCV：現地業務費
（チーム）

M/P チーム対象の研修に係る費
用（PRA 研修、社会・ジェン
ダー研修、森林保全関連研修、
流域管理関連研修）

JOCV：現地業務費
（チーム）

C/P 対象の語学、技術研修に係
る費用

プロ技：LLDC 特別現地業
務費

４－３　ネパール側のプロジェクト実施体制４－３　ネパール側のプロジェクト実施体制４－３　ネパール側のプロジェクト実施体制４－３　ネパール側のプロジェクト実施体制

(１) カウンターパートの配置

(森林土壌保全省）

Dr. Keshav R. Kanel, Chief/Foreign Aid Coordination Division

(土壌保全流域管理局）

Mr. M. P. Wagley Director General

Mr. S. H. Achet Deputy Director General

Mr. B. K. Rimal Planning Officer

Mr. H. M. Bhandari Information & Publication Officer
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(カスキ郡森林土壌保全事務所）

Mr. P. Regmi District Soil Conservation Officer

Mr. H. B. Acharya Assistant Soil Conservation Officer

Mr. B. N. Sapkota Soil conservation Assistant(Forest)

Mr. S. N. Acharya Technician (Agriculture)：アルマラ

Mr. S. S. Shah Civil Overseer：バドレタマギ

Mr. Y. P. Pandey Civil Overseer：プムディブムディ

Mr. P. Thapa Soil conservation Assistant (Forest)：シッダ

Mr. B. D. Yadav Junior Technician：トゥムキ

(パルバット郡森林土壌保全事務所）

Mr. P. P. Poudel District Soil Conservation Officer

Ms. S. Poudel Women’s Motivator

Mr. B. K. Jha Forest Ranger：ベウリバス

Mr. H. B. Yonzan Forest Ranger：リミタナ

Mr. M. B. Chhetri Soil Conservation Assistant (Civil Overseer)：

ピパルタリ

Mr. G. Bhandari Civil Overseer：サラウコラ

Mr. R. Baral Soil Conservation Assistant (Forest)：タナモウラ

　M/P チームは原則として DSCO 中堅技術者、契約した NGO 派遣のソーシャル

オーガナイザー及び JOCV から構成される。DSCO カウンターパートはサイト事

務所には駐在せず、月平均 10 日位サイトでの活動を行っている。

(２) ローカル・コスト

　　　　土壌保全流域管理局の予算が限られていることからも、ローカルコスト負担

は大変厳しい状況にある。本調査団派遣中に実施された合同委員会の際に、各

サイトで村人より雇用されているモティベータ（20 名）の給料をネ側予算よ

り支出できないか申し入れる予定であったが、マオイスト襲撃により議事内容

が変更した為、検討されなかった。
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４－４　プロジェクト進捗状況４－４　プロジェクト進捗状況４－４　プロジェクト進捗状況４－４　プロジェクト進捗状況

(１) プロジェクト実施体制の整備

　プロジェクト実施体制は、下記図のとおりである。NGO については、昨年 12

月末にネパール赤十字社カスキ支部（NRCS）と契約を締結し、10 名のソー

シャルオーガナイザーの募集、選考、研修を終え、２月より JOCV と共に全サ

イトに配置された。現在、サイト事務所の設置、無線の設置、モチベータ（村

から雇用されたスタッフ）の雇用が行われている。また、M/P チームに対し

て、ジェンダー・メインストリーミング、PRA 研修等も実施された。

　M/P チームに対して多分野にわたる支援を行う MD チームは本フェーズより

森林分野以外のエンジニア、フィールドコーディネーター、社会ジェンダー

（６名）はプロジェクトの直接雇用となる。既に公募が行われ、３月中に面接

が行われる予定であったが、マオイスト襲撃により延期されている。
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プロジェクト組織図プロジェクト組織図プロジェクト組織図プロジェクト組織図

    

引用：ネパール村落振興・森林保全計画(Ⅱ)作成資料

  Project H.Q.Project H.Q.Project H.Q.Project H.Q.

DSCODSCODSCODSCO

JICAJICAJICAJICA Expert Expert Expert Expert

JOCVJOCVJOCVJOCV Chief Adviser Chief Adviser Chief Adviser Chief Adviser DDCDDCDDCDDC

VDCVDCVDCVDC

WardWardWardWard

 M/P M/P M/P M/P    Team(Team(Team(Team(Monitor/PromotMonitor/PromotMonitor/PromotMonitor/Promoteeeerrrr))))

        JOCVJOCVJOCVJOCV

  DSCO (Mid-level technician)  DSCO (Mid-level technician)  DSCO (Mid-level technician)  DSCO (Mid-level technician)

  NGO (Social organizer)  NGO (Social organizer)  NGO (Social organizer)  NGO (Social organizer)

Motivator

WWWWard CCCConservation

CCCCommittee (WCCWCCWCCWCC)

UUUU

GGGG

UUUU

GGGG

UUUU

GGGG

MD TeamMD TeamMD TeamMD Team

DSCWMDSCWMDSCWMDSCWM

JICAJICAJICAJICA

NGONGONGONGO

 Line AgencyLine AgencyLine AgencyLine Agency

 NGO NGO NGO NGO

    CBO etc.CBO etc.CBO etc.CBO etc.

HMG/ JICA JICA JICA JICA /JOCV  CDFWCPII/GPCPII
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(２) オペレーショナル・ガイドライン（OG）の策定

　プロジェクト全体の運営指針であるオペレーショナル・ガイドライン

（Ver.1）が策定された。本プロジェクトにおける OG の目的は、現場における

実用的な活動指針であり、プロジェクトの効果的かつ効率的な運営に資するた

めに全てのプロジェクトスタッフが共通な認識をもつ事である。OG 作成に当

たっては、第１フェーズ最終年以来、専門家、C/P、M/P チームで幾度となく

議論が繰り返され、策定されたものである。OG の内容は、プロジェクト関係

者だけでなく、DDC（郡開発委員会)、VDC（村開発委員会）にもワークショッ

プをとおして説明がなされており、今後、各村落においても普及啓蒙活動が開

始される。

　OG の特記事項としては：

・WCC（ワード保全委員会）が中心となって、住民参加型村落資源管理計

画を策定し、中期的な視野をもって事業の計画、実施、評価を行う。

・各事業への支援は、事業別支援率をベースに公益性の高さ、対象受益者

の状況を踏まえ決定する。

・非優遇的な取り扱いを受けている住民が主体的に村落資源管理に参加で

きるよう POWER プログラムを実施する。

・安全に関する特別規程が設けられ、プロジェクト関係者が危険と判断し

た際は撤退すると定められている。尚、郡議会議長、新サイトの村長か

ら危険の兆候があった場合はプロジェクト活動を停止し、撤退すること

の覚書が締結されている。

(３) プロジェクトパンフレット・リーフレット・カレンダーの作成

　本プロジェクトの正式名が長く、発音しずらいことから通称「JICA」と呼ば

れ、C/P 機関のオーナーシップの面からも醸成出来ていないことから、プロ

ジェクト関係者全員より通称、スローガン、シンボルマークデザインを公募し、

｢村落振興村落振興村落振興村落振興・森林保全計画」と「緑緑緑緑の推進協力計画」から、それぞれの最初の

言葉を抽出し、通称は「SABIHAA」（SaSaSaSaamudayyik BiBiBiBikaas Tathaa HaHaHaHariyaalii

AaAaAaAayojanaa)、スローガンは「緑の森と流域の環境は、村おこしの例である」と

決定した。シンボルマーク等のデザイン、パンフレット、リーフレット、カレ

ンダーを作成する為に村落振興（普及教材）短期専門家が派遣され、プロジェ

クト広報用資料が作成された。
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(４) その他

　啓蒙普及用に各サイトの立体地図の作成、住民からの質問に対する質疑応答

集の作成等、サイトでの本格的な活動展開にむけた準備がなされていた。
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〈資料編〉〈資料編〉〈資料編〉〈資料編〉
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